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は   じ   め   に 

 

令和元年９月以降，立て続けに襲来した台風１５号，１９号及び２１号に伴う大雨は，

当地に甚大な被害をもたらしました。地域の保健・医療体制は落ち着きを取り戻しつつあ

るものの，いまだ爪痕を色濃く残しています。 

保健医療分野における災害対応にあたり，公的機関では DMAT※１・日本赤十字救護班・関

東東北の各自治体から派遣された保健師チームから，民間では AMAT※２・JMAT※３・JRAT※４・

NPO 法人 TMAT・ピースウィンズジャパン・災害人道医療支援会(HuMA)などの団体から多大

なご支援をいただきました。また，県内でも高齢化が著しい当地域では，自衛隊の皆様に

よる被災高齢者等住居の屋根応急処置が，転落事故の未然防止につながり，医療需給の破

綻回避や，被災家屋に暮らす方々の健康に大きく寄与し，間接的に保健医療体制の維持に

大きく役立ったと考えられます。ご支援くださった皆様には，この場をお借りして心から

お礼申し上げます。災害対応には，地域の底力，例えば普段からの顔の見える関係づくり

や備えが重要です。反省点を生かし，地域防災力の向上を図るため，保健所として今後も

調整活動を行っていきます。 

さて，健康増進法の一部改正が平成３０年７月に公布され，学校・病院・行政機関等は

令和元年７月から原則敷地内禁煙（屋内全面禁煙）となり，飲食店・職場等多くの人が利

用する施設は令和２年４月から原則屋内禁煙が義務付けられており，この対応も新規事業

として保健所の担当になりました。 

また，食品衛生法の一部改正により，原則としてすべての食品等の事業者に，HACCP※５

の考え方を取り入れた衛生管理の実施が必要となり，令和２年６月には義務化されます。

管内は，農水産業と観光が盛んであり，水準以上の食の安全・安心を提供できるよう，HACCP

の普及に尽力していきます。 

ここに，平成３０年度の事業実績をまとめた事業年報をお届け致します。地域の資料と

して御活用いただければ幸いです。 

 
令和元年１２月 

千葉県安房健康福祉センター長（安房保健所長） 野田 秀平 

 

 

※１DMAT: Disaster Medical Assistance Team ※２AMAT: All Japan hospital Medical Assistance Team 

※３JMAT: Japan Medical Association Team ※４JRAT: Japan disaster Rehabilitation Assistance Team 

※５HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point 
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凡  例 

１ 各表，図は，年とあるものは１月～12 月の暦年，年度とあるものは，４月～翌年３月

の会計年度である。 

２ 各表中，年号表示のない資料は，平成○年度分（平成○年４月１日～平成○年３月 31

日） 

３ 各表欄外の注を参照のこと。 

４ 各表の数字は，単位未満を四捨五入してある。したがって，合計表と内訳の計が一致

しない場合がある。 

５ 各表の符号は，特にことわりのないほかは，次のとおりである。 

「０」掲載単位に満たないもの 

「－」該当なし 

「…」事実不詳又は資料なし 

「△」減少を示す 

 


